
○宇和島市合宿誘致補助金交付要綱 

平成１８年１１月１４日 

要綱第６８号 

改正 平成２２年６月１日要綱第３６号 

平成２５年７月１日要綱第７２号 

令和３年３月１日要綱第１１５号 

令和４年３月２８日要綱第７３号 

（趣旨） 

第１条 本市におけるスポーツ及び文化活動等合宿（以下「合宿」という。）の誘致

を推進するため、市内で合宿を実施する団体に対して予算の範囲内において補助金

を交付するものとし、その交付については、宇和島市補助金等交付規則（平成１７

年規則第４７号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（補助対象事業） 

第２条 補助対象事業は、市外に所在するスポーツ及び文化活動等を行う団体（以下

「団体」という。）が技術等向上のために実施する合宿で、次の各号のいずれにも

該当するものであること。 

(１) 市内の宿泊施設を利用していること。ただし、旅館業法（昭和２３年法律第

１３８号）による営業許可を得た宿泊施設であること。 

(２) １回の合宿等における延べ宿泊数（合宿の参加人数に宿泊日数を乗じて得た

数をいう。）が３０泊以上であること。 

(３) 市又は市の関連団体（市から補助金等の交付を受けている団体をいう。）か

ら補助金等の交付を受けていないこと。 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、前条に規定する合宿を行う団体とする。 

（複数年度にわたる合宿の補助対象年度等） 

第４条 １回の合宿が複数年度にわたり実施される場合の補助対象年度は、当該合宿

の最終宿泊日の属する年度とする。この場合において、第２条第２号に規定する延

べ宿泊数は、当該合宿の初日から最終日までの延べ宿泊数とする。 

（補助金の額） 



第５条 補助金の額は、市内に宿泊した延べ泊数に１泊当たり１，０００円（簡易宿

泊施設利用の場合は、１泊当たり５００円）を乗じて得た額とし、１回の合宿にお

いて同一補助対象者が受けられる補助金の額は、２０万円を限度とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、国、県等から助成を受けた場合において、補助対象者

の負担する額が１泊あたり１，０００円（簡易宿泊施設利用の場合は、１泊当たり

５００円）を下回る場合においては、その金額を補助金の額の上限とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付申請をしようとする者は、合宿誘致補助金交付申請書（様式第

１号）に次の各号に掲げる書類を添え、申請しなければならない。 

(１) 収支予算書（変更収支予算書、収支決算書）（様式第２号） 

(２) 合宿参加者名簿（様式第３号） 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付決定の通知） 

第７条 補助金の交付決定通知は、合宿誘致補助金交付決定通知書（様式第４号）に

より行うものとする。 

（変更の承認） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた団体が第６条の申請の内容を変更しようとする

とき（補助の対象となる経費の２０パーセントを超える変更をしようとする場合に

限る。）は、合宿誘致補助金交付変更承認申請書（様式第５号）に次の各号に掲げ

る書類を添え、申請しなければならない。 

(１) 収支予算書（変更収支予算書、収支決算書）（様式第２号） 

(２) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（実績報告及び補助金の請求） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた団体は、事業終了後速やかに合宿誘致補助金実

績報告書（様式第６号）に次の各号に掲げる書類を添え提出しなければならない。 

(１) 収支予算書（変更収支予算書、収支決算書）（様式第２号） 

(２) 宿泊証明書（様式第７号） 

(３) 合宿誘致補助金請求書（様式第８号） 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 



（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１９年１月１日から施行する。 

附 則（平成２２年６月１日要綱第３６号） 

この要綱は、平成２２年６月１日から施行する。 

附 則（平成２５年７月１日要綱第７２号） 

この要綱は、平成２５年７月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月１日要綱第１１５号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式（以下「旧様式」とい

う。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみ

なす。 

３ この要綱の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整

をして使用することができる。 

附 則（令和４年３月２８日要綱第７３号） 

この要綱は、令和４年３月２８日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 


